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平成27年11月16日

大津市長  越    直  美

大津市規則第119号

   大津市補助金等交付規則の一部を改正する規則

大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号）の一部を次のように改正する。

別表第４項の表環境保全型農業直接支払交付金の項を次のように改める。

環境保全型農業直接支払交

付金

自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を

推進する農業者団体等に対して交付金を交付し、もって農業の有する自然環

境保全機能の発揮の促進を図ること。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

大津市財務規則の一部を改正する規則を公布する。

平成27年11月16日

大津市長  越    直  美

大津市規則第120号

大津市財務規則の一部を改正する規則

大津市財務規則（平成９年規則第73号）の一部を次のように改正する。

第86条第１項中「100,000,000円を限度として」を削り、同条第２項中「50,000,000円を限度として」を削る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（大津市契約規則の一部改正）

２ 大津市契約規則（昭和40年規則第35号）の一部を次のように改正する。

  様式第14号工事請負契約書第34条の２第１項ただし書を削り、同条第３項中「以内で、かつ、５千万円を限

度として」を「以内の」に改める。

大津市火災予防規則の一部を改正する規則を公布する。

平成27年11月16日

大津市長  越    直  美

大津市規則第121号

大津市火災予防規則の一部を改正する規則

大津市火災予防規則（昭和59年規則第43号）の一部を次のように改正する。

第24条の２を第24条の３とし、第24条の次に次の１条を加える。

（公表する違反の内容）

市 章
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第24条の２条例第47条の３第１項の規定による公表の対象となる違反は、令別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項

イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ、（16の２）項及び（16の３）項に掲げる防火対象物において、屋内消火栓設備、

スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が、令第11条、第12条又は第21条に定める技術上の基準に従って設

置されていないものとする。

様式第10号中「第24条の２関係」を「第24条の３関係」に改める。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。


